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は   じ   め   に 

 

  平成 19 年６月の「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」の改正により、教育委

員会の事務の管理・執行状況について毎年、点検・評価を行い、公表することが義務付

けられました。 

  このことを受け、大樹町教育委員会では、平成 19 年度から教育委員会の活動状況に加

え、大樹町教育大綱及び第６期大樹町総合計画（計画期間：2024 年～2033 年）に基づく

施策の実施状況について点検・評価を行っています。 

  大樹町教育委員会としましては、点検・評価の実施を通じて施策の効果の検証と改善 

 を図りながら、教育施策の着実な推進につとめて参りたいと考えておりますので、町民 

 皆様の一層のご理解とご協力をお願い申し上げます。 

 

    令和７年１０月 

 

                           大 樹 町 教 育 委 員 会 
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第 1 章  教育委員会の活動状況 

 

 

 

 

 

 

第 １ 章 の ポ イ ン ト 

 教育委員会の会議の状況や規則等の制定・改正、委員の活動状況、

各種委員会の設置状況など、令和６年度に教育委員会が行った活動

状況について整理しています。 
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１ 教育委員会の会議の開催状況 

 

  大樹町教育委員会の会議は原則として公開で、毎月１回開催しており、令和６

年度においては定例教育委員会を 12 回開催いたしました。 

  この会議においては、教育行政の基本方針の決定や教育に関する規則の制定・

改廃などを含む様々な議題について審議いたしました。 

  また、平成 27 年度からの新たな教育委員会制度に基づく町長が設置する総合

教育会議において、大樹町教育大綱の策定等について協議を行いました。 

 

 

期 日 付 議 案 件 等 

令和６年 

４月２４日 

定例教育委員会 

（議案） 

・大樹町教育大綱の策定について 

（報告） 

・大樹町小中高連携教育の評価（令和５年度）について 外２件 

５月２２日 

定例教育委員会 

（議案） 

・大樹町学校運営協議会委員（補充）の任命について 外４件 

（報告） 

・教育長の任命について 外１件 

５月２２日 
総合教育会議 

 大樹町教育大綱の策定について 

６月２６日 

定例教育委員会 

（議案） 

・大樹高等学校オープンハイスクール参加者補助金交付要綱の制定について 

（報告） 

・教育予算の補正について 外１件 

７月２５日 

定例教育委員会 

（報告） 

・英語指導助手の新規契約について 

８月２９日 

定例教育委員会 

（議案） 

・令和６年度全国学力・学習状況調査「北海道版結果報告書」への市町村別 

結果の掲載について 

（報告） 

・令和６年度全国学力・学習状況調査の結果について 外６件 

９月２５日 

定例教育委員会 

（議案） 

・令和５年度大樹町教育委員会の活動状況に関する点検・評価報告書につい 

て 外１件 

（報告） 

・個人情報の不適切な取り扱い事案について 外４件 
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期 日 付 議 案 件 等 

１０月２３日 

定例教育委員会 

（議案） 

・大樹町心身障がい児童生徒教育支援委員会委員の委嘱について 

１１月２７日 

定例教育委員会 

（議案） 

 ・大樹町立学校道費負担職員の在宅勤務実施要領の制定について 外１件 

（報告） 

・優秀選手派遣について（社会教育課分） 外１件 

１２月２５日 

定例教育委員会 

（議案） 

・令和６年度における就学困難な児童及び生徒の認定について 外２件 

（報告） 

・学校給食における食物アレルギー対応マニュアルの改訂について 外１件 

令和７年 

 １月２４日 

定例教育委員会 

（議案） 

 ・学校給食費の改定について 

（報告） 

・優秀選手派遣について 外２件 

２月２６日 

定例教育委員会 

（議案） 

・令和６年度における就学困難な児童及び生徒の認定について 外４件 

（報告） 

・令和７年度就学予定者入学通知について 外４件 

３月２１日 

定例教育委員会 

（議案） 

・令和７年度における就学困難な児童及び生徒の認定について 外７件 
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２ 教育関係条例、教育委員会規則等の制定及び改正状況 

 

  令和６年度において制定及び改正された教育関係条例、教育委員会規則、教育

関係の訓令・要綱等は次のとおりです。 

 

（1）教育関係条例 
 

年 番号 題 名 公布年月日 施行年月日 

令和６年 条例 18 号 
大樹町奨学金等貸付条例の一部改正につい

て 
R6.12.2 R7.4.1 

 

（2）教育委員会規則 
 

年 番号 題 名 公布年月日 施行年月日 

令和６年 規則１号 
大樹町奨学金等貸付規則の一部改正につい

て 
R6.12.25 R7.4.1 

令和７年 規則１号 
学校給食費徴収に関する規則の一部改正に

ついて 
R7.2.26 R7.4.1 

 
 
（3）教育関係の訓令・要綱等 
 

年 番号 題 名 制定年月日 施行年月日 

令和６年 告示１号 
大樹高等学校オープンハイスクール参

加者補助金交付要綱の制定について 
R6.6.26 R6.7.1 

令和６年 訓令２号 
大樹町立学校道費負担職員の在宅勤務

実施要領の制定について 
R6.11.27 R6.11.28 

令和７年 訓令１号 
学校給食費徴収に関する要綱の一部改正に

ついて 
R7.2.26 R7.4.1 

令和７年 訓令２号 
大樹高等学校通学費等補助金交付要綱の一

部改正について 
R7.3.21 R7.4.1 

令和７年 告示１号 
大樹町立学校児童生徒自転車用ヘルメット

購入費助成要綱の制定について 
R7.3.21 R7.4.1 

令和７年 告示２号 
大樹高等学校道外等入学者住宅費等助成金

交付要綱の制定について 
R7.3.21 R7.4.1 

令和７年 告示３号 
大樹高等学校道外等入学者交通費助成金交

付要綱の制定について 
R7.3.21 R7.4.1 
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３ 教育委員会委員の活動状況 

 

  教育委員会委員は月１回の定例会に出席するほか、学校行事や各種団体の行事

等に出席し、直接、学校関係職員や地域の皆様のご意見を伺うなどの活動を行な

っています。 

   

○主な活動状況                         （※ 教育長を除く） 

月 日 活 動 内 容 委員名 

令和６年 

４月 ５日（金） 

 ４月 ８日（月） 

 ５月２５日（土） 

 ５月２９日（水） 

 ６月 ３日（月） 

６月 ８日（月） 

 ７月１８日（木） 

１０月 ５日（土） 

１０月１１日（金） 

１０月２９日（火） 

１１月 ６日（水） 

１１月１６日（土） 

１１月２７日（水） 

１２月２０日（金） 

令和７年 

 １月１２日（日） 

 １月２８日（火） 

 １月３１日（金） 

 ２月１８日（火） 

 ３月 １日（土） 

 ３月 ８日（土） 

 ３月１４日（金） 

 ３月２４日（月） 

 

大樹町立小中学校教職員着任式 

大樹小学校・中学校・高等学校 入学式 

大樹中学校 体育祭 

南十勝教育振興会役員会・総会 

第１回大樹町学校運営協議会 

大樹小学校 運動会 

教育委員研修 

大樹中学校 文化祭 

大樹町教育の日交流会 

十勝教育を考えるつどい 

第２回大樹町学校運営協議会 

大樹小学校学習発表会 

大樹高等学校１年生インターンシップ報告会 

ふるさと給食 

 

大樹町はたちの集い 

十勝管内教育委員会教育委員研修 

南十勝教育長・教育委員研修会 

第３回大樹町学校運営協議会 

大樹高等学校 卒業式 

大樹町スポーツ賞・文化賞贈呈式 

大樹中学校 卒業式 

大樹小学校 卒業式 

 

神山委員以下２名 

神山委員以下３名 

神山委員以下３名 

神山委員 

神山委員以下４名 

神山委員以下３名 

神山委員以下３名 

神山委員以下２名 

神山委員以下２名 

神山委員以下３名 

神山委員以下３名 

一戸委員以下２名 

神山委員以下２名 

神山委員以下２名 

 

神山委員 

神山委員以下２名 

神山委員以下４名 

神山委員以下３名 

神山委員 

石倉委員 

丹後委員以下２名 

丹後委員以下３名 
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４ 各種委員会等の設置概況 

 

  大樹町教育委員会に設置している主な審議機関の令和６年度における開催実

績等は次のとおりです。 

 

名  称 
委員 

数 

会議 

回数 
内  容 開催年月日 

大樹町学校保健委

員会 
16  1 

学校における健康に関する課題を協議し、児

童及び生徒の健康づくりを推進する。 
R6.12.12 

大樹町心身障がい

児童生徒教育支援

委員会 

15  2 
就学児童や学齢児童及び学齢生徒の適正な

教育支援を行う。 

R6.11.28 

R6.12.16 

大樹町学校運営協

議会 
26  3 学校運営への必要な支援に関して協議する。 

R6. 6. 3 

R6.11. 6 

R7. 2.18 

大樹町教育研究所  8  3 

大樹町教育目標の具現化に向け、町内におけ

る教育の総合的な調査研究及び学習内容・方

法の開発を行う。 

 ※十勝管内教育研究所所員研修会の開催 

 ※全国学力・学習状況調査の分析と方策 

R6. 6.11 

R6. 9. 6 

R7. 2.14 

大樹町社会教育委

員の会 
 10  3 

社会教育に関する全般の諸計画立案や調査

研究を行う。主に、第６期大樹町生涯学習推

進計画に基づき、事業の評価と助言、調査・

研究を行う。 

R6. 6.20 

R6.10.15 

R7. 2.27 

大樹町スポーツ推

進委員会 
 5  2 

スポーツ振興に関する調査研究や関係機関、

団体等との連絡調整を図る。 

R7. 1.15 

R7. 3.25 

大樹町図書館運営

委員会 
 7  3 

図書館の適正な運営を図り、諮問に応じ企

画･運営について調査審議を行う。 

R6. 6.11 

R6. 9.27 

R6.10.26 

大樹町図書館のあ

り方検討協議会 
18  4 

図書館の将来像について検討し、幅広い視点

から審議を行う。 

R6. 5.17 

R6. 8.21 

R6. 9.27 

R6.11.26 

大樹町学校給食運

営委員会 
 9  2 学校給食に関する案件の協議検討を行う。 

R6.11.26 

R6.12.24 
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５ 令和６年度教育予算・決算の状況 

 

（1）予算編成 

大樹町の財政状況は、経済活動の回復や物価高騰等の影響に伴い、歳入にお

いては町税収入が堅調に推移しているものの、投資的事業費や社会保障費など

の扶助費の増加は顕著であり、デジタル化に向けた情報システム関連経費の増

大、老朽化する公共施設の維持保全など歳出の増加は避けられない状況となっ

ており、大変厳しい状況であります。そのため、施策の効果と事業執行の効率

性、財源の確保や将来負担など、財政運営への影響を十分に考慮しながら、財

政健全化との両立を図っていく必要があります。 

教育委員会においても、限られた財源の重点的・効率的な活用を図ることを

基本に予算編成を行いました。 

 

（2）教育費の決算 

令和６年度の教育費決算額は 629,002 千円で、一般会計の 7.1％を占めてい

ます。 

事業内容は、教育委員の報酬、英語指導助手や町費負担教職員の配置に係る

経費、小・中学校の管理費、学校給食に係る運営経費、生涯学習センター・体

育施設の維持管理費、図書館の運営経費などとなっています。 

前年対比では 153,918 千円増となっており、増額の要因は小・中学校の空調

設備設置工事（128,018 千円）及び中学校のバリアフリー化改修工事（48,400

千円）などによるものです。 

   教育費における項及び目別の予算額と決算額は次のとおりです。 

 

○令和６年度 教育費予算額と決算額                 （単位：千円） 

項及び目 予算額 決算額 項及び目 予算額 決算額 

1 教育総務費 139,722 134,901 5 社会教育費 78,247 74,982 

(1) 教育委員会費 1,938 1,845 (1) 社会教育総務費 18,081 16,595 

(2) 事務局費 1,459 1,081 (2) 生涯学習ｾﾝﾀｰ費 60,166 58,387 

(3) 教育振興費 136,325 131,975 6 保健体育費 61,287 59,676 

2 小学校費 108,130 104,016 (1) 保健体育総務費 5,108 4,358 

(1) 学校管理費 99,096 95,363 (2) 体育施設費 56,179 55,318 

(2) 教育振興費 9,034 8,653 7 図書館費 16,092 15,309 

3 中学校費 155,403 151,543 (1) 図書館総務費 16,092 15,309 

(1) 学校管理費 150,842 147,504    

(2) 教育振興費 4,561 4,039    

4 学校給食費 92,661 88,575    

(1) 学校給食費 92,661 88,575 計 651,542 629,002 
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（3）令和６年度の重点施策に関連する主な事業（決算額） 

 

○施策名：教育内容の充実                     （単位：千円） 

事 業 名 事 業 概 要 決算額 

外国青年招致事業 

 

 

外国青年の招致により、小中学生の英語教育の充実と、

一般を対象とした英会話教室の実施により、交流を通

じて文化の違いなどを学び、国際理解教育の推進を図

る。 

・英語指導助手 ２名 

10,543 

 

 

 

特色ある学校づくり推進 

事業 

 

自ら学び自ら考える力の定着など、生きる力を育む教

育を進めるため、地域の教育資源を有効活用した特色

ある研究実践活動の推進を図る。 

800 

 

 

大樹町小中学校教育推進 

会助成事業 

 

学校教育における体育・文化行事を企画、開催するこ

とで、児童生徒の体育・文化活動の活発化を図るとと

もに、教員の自己研修の推進を図る。 

1,473 

 

 

教職員配置事業 町独自に教職員を配置することにより、少人数学級を

実施することで、きめ細やかな指導を行い、児童の成

長を促す環境の確保を図る。 小学校２名 

11,351 

特別支援教育支援員配置 

事業 

 

 

一人ひとりの子どもに対するきめ細やかな対応に資す

るため大樹小・中学校に特別支援教育支援員を配置し、

良好な学習環境の確保を図る。 

・特別支援教育支援員  小学校４名 中学校１名 

22,688 

 

 

 

大樹町教育研究所助成事

業 

 

大樹町教育目標の具現化に向けた総合的な調査研究に

より教育の振興を図る。 

・全国学力・学習状況調査の結果分析と改善方策 

424 

 

 

 

○施策名：高等学校教育の充実                   （単位：千円） 

事 業 名 事 業 概 要 決算額 

大樹高等学校通学費等補

助事業 

 

 

公立高等学校配置計画による学校再編が進む中、現行

の学級数維持を図るため町内外の入学者に対する通学

費等を補助。 

・入学時補助 25 名、通学費補助 30 名 

8,202 

 

 

 

大樹高等学校検定受験料

補助事業 

大樹高校生徒の学習意欲を高めるため、検定受験料を

補助。 

・漢字能力検定他 ８区分 延べ 78 名 

154 

 

大樹高等学校海外見学旅

行費補助事業 

大樹町と台湾高雄市大樹區が友好都市協定を締結して

いることに伴い、台湾見学旅行の実施に伴う旅行費用

の一部を補助。 

・2 年生 29 名、補助額 1 人 4 万円 

1,160 

大樹高等学校教育振興会 

助成事業 

大樹高等学校振興会に助成し、高校の特色ある活動を

支援。 

2,130 
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○施策名：就学支援の充実                     （単位：千円） 

事 業 名 事 業 概 要 決算額 

奨学金貸付事業 

 

 

奨学金を貸付し、保護者の経済的負担の軽減を図る。 

・新規利用者５名（大学１名、専門学校４名） 

・入学一時金利用者５名 

4,380 

 

 

 

○施策名：生涯学習活動の促進                   （単位：千円） 

事 業 名 事 業 概 要 決算額 

自主学級推進事業 住民の学習要求の多様化に対応するため、自らの学習

機会を支援し、生涯学習活動の拡充を図る。 

・学級数 ６学級 

584 

家庭教育推進事業 

 

家庭教育学級を開設し、子供の発達段階に即した課題

についての親の学習機会をつくり、意識の向上を図る。 

（新型コロナウイルス感染症拡大により、中止となっ

た事業が多くあったことや、講師の講師料辞退により、

支出なし。） 

60 

高齢者教育推進事業 ことぶき大学の開設により、高齢者の学習意欲の向上

と学生間の交流を図る。 

・９学部 64 名 

2,343 

 

○施策名：スポーツ活動の充実                   （単位：千円） 

事 業 名 事 業 概 要 決算額 

町民スポーツ大会開催事

業 

スポーツを通して住民の連帯性を養うとともに、体力

づくり・地域づくりの推進を図る。 

・５競技 190 名 

155 

町技普及振興事業 町技であるミニバレーを通して、発祥の地である大樹

町をアピールするとともに、体力づくりや地域づくり

を推進するため普及促進を図る。 

230 

 

○施策名：スポーツ関係団体の育成                  （単位：千円） 

事 業 名 事 業 概 要 決算額 

大樹町体育連盟助成事業 
スポーツを通じて住民の連帯性を養うとともに、体力

づくりや地域づくりの促進を図る。 

859 

大樹町スポーツ少年団本

部助成事業 
530 

 

○施策名：芸術・文化活動の推進                  （単位：千円） 

事 業 名 事 業 概 要 決算額 

大樹町芸術鑑賞協会助成 

事業 

各種の芸術鑑賞機会を提供するとともに、地域文化活

動の推進と全町的な文化活動の振興･発展を図る。 

※文化協会に対する助成は、協会の繰越過多のため、

令和６年度については、支出なし 

3,000 

大樹町文化協会助成事業 0 
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６ 「大樹町教育の日」の普及・啓発について 

 

（1）教育の日とは 

いつの時代にあっても子どもは、未来を託し、みんなで育てなければならない大切

な宝物であります。 

しかしながら、現代社会に生きる子どもたちのまわりには、物や情報が溢れ、また

家族と接する時間が減少するなど家庭環境も大きく変化し、家庭に求められていたし

つけや伝統文化の継承といった機能が失われつつあります。更には、社会的な価値観

の変化による地域の教育力の低下、学校教育の場におけるいじめの問題や学力の低下

等も懸念されています。 

このような中で、子どもたちをたくましく心豊かに、そして自らが住む故郷の発展

に主体的に参画する人に育てていくため、家庭・学校・地域・行政機関などがしっか

りと連携し、それぞれが教育の担い手としての役割を果たしていくことが重要な責務

であります。 

大樹町教育委員会では、先に制定された「北海道教育の日」・「十勝教育の日」に連

動し、子どもたちに対する大人の想いを共有し、町ぐるみの運動として力強くこれを

推進するため「大樹町教育の日」を平成 19 年 10 月１日に宣言致しました。 

 

＝大樹町教育の日＝ 
 

みんなで考え  みんなで育む  “未来の大樹” 

（家庭・学校・地域での取組み） 

－家 庭－ 

あたたかい家庭 

～親のぬくもり 子のやすらぎ～ 

 

－学 校－ 

楽 し い 学 校 

～ あかるく かしこく たくましく～ 

 

－地 域－ 

元 気 な 地 域 

～みんな知り合い ささえ合い～ 

◇あいさつ・返事・靴そろえ 

◇読み聞かせ、親から子への 

最高のプレゼント 

◇食事中、テレビを消して楽 

 しい会話 

◇一緒に作ろう、我が家の味 

◇素直に言える「ありがとう」 

◇笑顔であいさつ明るい学校 

◇学ぼう、地域の自然から 

◇地域に開かれた学校 

◇育てよう、読書の習慣 

◇運動に親しみ健康な体づく 

 り 

 

◇心をつなぐ、明るいあいさ 

 つ 

◇声をかけ合い、楽しいふれ 

合い 

◇まずは参加で広がる人の和 

 

 

理 念 

 大樹町教育の日は、先人が築きあげた自然

豊かな大地を舞台に「子どもが夢を持ち、挑

戦していく心を育む」ため、家庭・学校・地

域が協働し、大樹町の教育について町民一人

一人が考え、関心を高め、見つめ直し、大樹

町の未来をつくる子どもたちが表情豊かに育

つまちづくりを進めるものです。 

 趣 旨 

 年間を通じて家庭・学校・地域・行政が相

互に協力し次代を担う子どもたちの教育やま

ちづくりに主体的に参画する人づくりを進め

るため、町や教育関係機関・団体等の協力の

もと、教育への関心を高めたり、考える場を

もつなど、それぞれに「何ができるか」を考

え、行動で環境を整え、大樹町の教育の充実

と発展を図るものです。 
 

大樹町教育の日は、日を特定するものではなく、理念に基づく取組の総称です。 
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（2）教育の日の普及・啓発活動 

 

   教育の日の理念や趣旨を広めるため、広報紙による周知やホームページや無線放送

による周知を行っています。また、平成 31 年１月に導入されたコミュニティ・スクー

ル関連事業を始め、ＰＴＡの活動や各種団体の会合などの機会を活用し、家庭・学校・

地域社会が連携を進める活動の工夫を呼び掛けています。 

教育委員会の事業としては、以下のとおり実施しました。 

   

  ①大樹町教育の日交流会 

    令和６年度より、交流をキーワードに、大樹学に係る取組と各学校からの合唱の

発表を行いました。 

また、大樹高校からは、航空宇宙に係る研修会への参加報告を行っていただきま

した。 

さらに、町内企業や団体を中心に、教育活動も対して、ご支援をいただいた方々

に、感謝状を贈呈しました。受賞者は、下記の通りです。 

＜受賞者＞ 

  ○大樹町商工会 

   ・３部会合同労力奉仕活動として、教育施設駐車場の白線引きを行っていた

だいた。 

  ○株式会社エフリード 

   ・北海道家庭教育サポート企業に係る事業の一環として、親子職場見学を企

画・運営を実施していただいた。 

     ○北海道立池田高等学校スケート部 

      ・長年にわたり町内児童向けスケート教室の講師を務めていただいた。 

 

②コスモスコンサート 

町内学校の各校長による学校紹介、大樹小学校ジュニアウインドアンサンブル、

大樹中学校吹奏楽部、大樹高等学校吹奏楽部の演奏、３校合同演奏を行いました。 
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７ 頑張る子ども達への支援 

 

  教育委員会では、児童・生徒が優秀な成績を収め、全道・全国大会等へ出場す

る場合に旅費等の必要経費を助成しています。令和６年度に優秀選手として派遣

した子ども達は次のとおりです。 

大 会 名 派遣先 派遣月日 派 遣 者 成 績 

第55回北海道中学校

陸上競技大会 
函館市 

R6.7.25 

～ 7.28 
木内基暉 （大樹中 3 年生） 

男子 800ｍ 

   予選 組 8 位 

第13回日本リトルシ

ニア東日本選抜野球

大会 

埼玉県 

上尾市 

R6.8.7 

～ 8.11 
佐藤永心 （大樹中 3 年生） 2 回戦敗退 

第69回北海道吹奏楽

コンクール 
札幌市 

R6.8.29 

 ～ 8.30 

遠藤真早希（大樹中 3 年生） 

工藤 都 （大樹中 3 年生） 

小島未森 （大樹中 3 年生） 

高田紗英 （大樹中 3 年生） 

山本 凛 （大樹中 3 年生）

水沼友希愛（大樹中 3 年生） 

池浦希夏 （大樹中 3 年生） 

戸枝陽菜 （大樹中 3 年生） 

松本花香 （大樹中 3 年生） 

三木優花 （大樹中 3 年生） 

村﨑千紗 （大樹中 2 年生） 

岡嶋心花 （大樹中 2 年生） 

佐藤優光 （大樹中 2 年生） 

阿部ルキア（大樹中 2 年生） 

小谷羽菜 （大樹中 2 年生） 

坂根妃南子（大樹中 2 年生） 

柚原浬子 （大樹中 1 年生） 

猪狩春樹 （大樹中 1 年生） 

斉藤 彩 （大樹中 1 年生） 

林 乃愛 （大樹中 1 年生） 

戸枝結愛 （大樹中 1 年生） 

銅賞 

第31回北海道中学校

新人陸上競技大会 
帯広市 R6.9.14 乾 桜子 （大樹中 1 年生） 女子 1500ｍ 29 位 

2024 年度第 32 回北

海道U-15女子サッカ

ー選手権大会兼高円

宮妃杯JFA第 29回全

日本U-15女子サッカ

ー選手権大会北海道

大会 

苫小牧市 

R6.9.28    

9.29    

10.6    

前崎衣央（大樹中 2 年生） 3 位 
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大 会 名 派遣先 派遣月日 派 遣 者 成 績 

第31回全日本スピー

ドスケート距離別選

手権大会 

長野県 

長野市 

R6.10.23 

～10.27 
山本彩瑛 （大樹中 2 年生） 

ジュニア部門 

女子 1500ｍ  11 位 

第55回北海道中学校

スケート大会スピー

ドスケート競技 

苫小牧市 
R7.1.10 

～ 1.12 

加藤煌瑛 （大樹中 3 年生） 

 

山本彩瑛 （大樹中 2 年生） 

男子 3000ｍ  5 位 

男子 5000ｍ  2 位 

女子 1000ｍ  優勝 

女子 1500ｍ  優勝 

第55回北海道中学校

スケート大会フィギ

ュアスケート競技 

釧路市 
R7.1.10 

～ 1.12 
大村ルチア（大樹中 1 年生） 女子 B クラス 10 位 

第 7 回 W・K・O ジャ

パンアスリートカッ

プ決勝大会 

大阪府 

大阪市 

R7.1.25 

 ～ 1.27 

髙橋桜文（大樹小 2 年生） 

古住塁都（大樹小 1 年生） 

1 回戦敗退 

1 回戦敗退 

第45回全国中学校ス

ケート大会スピード

スケート競技 

長野県 

長野市 

R7.2.1 

 ～  2.4 

加藤煌瑛 （大樹中 3 年生） 

 

山本彩瑛 （大樹中 2 年生） 

 

男子 3000ｍ  8 位 

男子 5000ｍ  9 位 

女子 500ｍ  準優勝 

女子 1000ｍ  優勝 
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第 2 章  第 6 期大樹町総合計画に基づく評価 

 

 

 

 

 

 

第 2 章 の ポ イ ン ト 

 

 「第６期大樹町総合計画」（計画期間：2024 年～2033 年。以下「総

合計画」という。）に沿って、令和６年度の教育委員会活動の点検・

評価を行っています。 

 具体的には、総合計画の基本目標２の施策分野ごとに構成する施

策と取組み内容及び施策の達成度を測るための指標について、点

検・評価を行っています。 

 

 

 

「誰もが学び続けられるまち」 
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施策分野 １ 学校教育 

 

【目指す姿】 

家庭・地域と連携し、一人一人の子どもが未来における様々な困難を乗り越え、

豊かな人生を切り開く「生きる力」を育むことのできる教育の確立を目指す。 

 

 

（１）施策の内容 

① 確かな学力の育成 

② 豊かな心の育成 

③ 健やかな体の育成 

④ 教育環境の充実 

⑤ 就学支援の充実 

⑥ 大樹高等学校への支援 

 

 

（２）施策の推進状況 

① 確かな学力の育成 

取組内容 

■ICT 環境を活用した「個別最適な学び」と「協働的な学び」の充実に努める。 

■地域を生かし、地域と一体となって実践する「大樹学」を通じて、地域社会

や世界で活躍する子どもの育成に努める。 

■社会の変化に対応した専門性と指導力をもつ教職員の育成に努める。 

■一人一人の教育的ニーズに応じた特別支援教育の充実に努める。 

成果 

○ＧＩＧＡスクール構想により、各学校に高速大容量の通信ネットワークや児

童生徒に 1 人 1 台のタブレット端末の整備を行い、ＩＣＴ機器を活用した授

業実践を進めている。 

○令和６年度全国学力・学習状況調査において、小学校では国語と算数の２教

科とも全国平均を下回ったが、国語の「知識及び技能」の正答率向上や算数

の記述式問題の正答率向上が見られるなど取組みの成果が表れている。中学

校では国語は全国平均を大きく上回ったが、数学は若干下回る結果となった。

生徒質問調査の「学習に対する興味・関心」に対する肯定的な回答が高いほ

ど平均正答率が高くなる傾向にあることがわかった。 

○「大樹学」を通じて、豊かな自然や歴史・伝統・文化・産業等に親しみ、ふ

るさとへの愛着や誇りを育むため、体験学習や郷土学習に取組んでいる。 

○教職員の専門性と指導力を育成するため、研修機会の充実に努めている。 

○大樹小学校の１年生から３年生の通常学級に特別支援員を配置し、サポート

体制を整えている。 

課題 

◆1 人１台のタブレット端末の有効活用が図られるよう教育の質を向上させ、子

どもたちの情報活用能力の育成を図ることが求められる。 

◆ＩＣＴを活用した学力向上のための効果的な授業を行うため、ＩＣＴ活用指

導教員の育成が必要である。 
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② 豊かな心の育成 

取組内容 

■授業改善を図り、「考え、議論する」道徳科授業の実践に努める。 

■家庭や地域社会との連携を図った道徳教育の推進に努める。 

■自主的・実践的な態度を育てる特別活動の充実に努める。 

■いじめや不登校に対する教育相談体制の充実に努める。 

成果 

○道徳授業の充実を図るとともに、奉仕活動や地域との交流、異学年交流や

小中高連携推進教育、講演会等により、自主的・実践的な態度を育てる特

別活動の充実に努めている。 

○いじめの未然防止、早期発見・早期対応に取り組むとともに、小中高校管

理職会議にていじめや不登校の状況を共有し課題解決に向けた取組みを

進めている。 

課題 

◆令和６年度の児童生徒質問調査では「考え、議論する」道徳授業に取り組む

児童生徒割合が目標値をやや下回る結果となっていることから、目標達成へ

向け教員の指導力向上、児童生徒１人１人がより一層自分の考えを深め、学

級やグループで議論する活動に取り組めるよう授業改善を図ることが必要で

ある。 

◆いじめについて、今後も未然防止に努めるとともに、各学校と連携を密にし

て早期発見・早期対応に努めなければならない。 

 

③ 健やかな体の育成 

取組内容 

■運動する楽しさを体験できる環境を充実させ、生涯にわたって運動に親しむ

児童生徒の育成に努める。 

■食育、給食を通じて、学校・家庭・地域が一体となった児童生徒の健康づく

りに努める。 

■安全確保や災害対応体制を整備するとともに、家庭・地域や関係機関との連

携による安全教育の充実を図り、自らの命を守る児童生徒の育成に努める。 

成果 

○体育専科教員を配置し、専門的な知識と技術を活かした指導による運動能力

や体力の向上を図った。 

○全国体力・運動能力、運動習慣等調査では小中学校の男女ともに半数以上の

種目で全国平均を上回る結果となった。 

○学校農園による野菜づくりや農作物の収穫、大樹産の食材による調理体験な

ど地域と連携した食育を実施した。 

○大樹産を中心とした「ふるさと給食」の実施や栄養教諭による「食」の指導

を行った。 

○交通事故や犯罪被害、自然災害等の危険から自ら身を守る事ができるよう、

危機対応能力を育成する取組みを行った。 

課題 

◆児童生徒が教科体育の授業以外で運動に取り組める時間を増やすなど運動習

慣を定着することが求められる。 

◆児童生徒の交通安全や防犯の意識を高めるとともに、状況に応じた適切な判

断や臨機応変な行動をとることができる能力や態度を育む必要がある。 

◆食に対する正しい知識や大切さを理解するとともに、地域の産業を理解する

点からも関係団体と連携した食育を推進する必要がある。また、冬期間は、

地元「十勝・大樹」の食材が乏しく、地元食材の確保、活用が難しい。 
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④ 教育環境の充実 

取組内容 

■安全性や快適性の向上を図るため、校舎等の教育環境の整備に努める。 

■学校におけるＩＣＴ環境の整備、学習活動の充実、学校の働き方改革の推進

に努める。 

成果 

○学校施設の安全性や快適性の向上を図るため、中学校のバリアフリー化及び

小・中学校の空調設備を整備した。 

○令和２年度に児童生徒分に１人１台タブレット端末及び各学校における通信

ネットワーク等を整備し、日常的な利活用を図るとともに学習意欲の向上に

努めている。また、学習支援ソフトを導入し教職員の負担軽減及びデジタル

ドリルによる個別最適な学びの実現を図っている。 

○学校における働き方改革を推進するため、「学校における働き方改革大樹町ア

クション・プラン」を策定し、教職員の働き方改革を推進している。 

○教職員の時間外在校時間の目標数値を 1 ヶ月 45 時間以内、年間 360 時間以内

と設定し、教職員の長時間労働是正に取り組んでいる。 

課題 

◆公共施設の総合的なマネジメントのもと、学校施設の維持管理や改修等を進

め、学びの場の安全・安心を確保しながら、長寿命化に向けた取組を行って

いくことが必要である。 

◆今後も学校におけるＩＣＴ環境を整備し、学習環境の改善と充実を図る必要

がある。 

 

⑤ 就学支援の充実 

取組内容 ■就学援助制度、奨学金貸付制度を継続する。 

成果 

○経済的理由によって就学困難と認める児童生徒の保護者に対し就学援助費を

給与し支援を行っている。 

○奨学金の貸し付けにより保護者の経済的負担軽減と就学困難な生徒や学生に

対し就学機会の保障を図っている。 

課題 

◆就学支援を必要とする者が利用しやすくなるよう就学援助の制度や認定基準

等について周知に努める必要がある。 

◆奨学金貸付制度の周知に努める必要がある。 

 

⑥ 大樹高等学校への支援 

取組内容 

■大樹高等学校の存続、活性化を支援するとともに、地域が一体となって、普

通科地域探究科の魅力化に努める。 

■道内外からの入学者を受け入れるための寮や下宿等の体制整備を検討する。 

成果 

○少子化による生徒の減少から、公立高等学校配置計画による学校再編が進め

られている中、本町においても生徒の確保が困難な状況となっていることか

ら「北海道大樹高等学校活性化推進協議会」を設立し、学校存続に向けた要

請活動等を行っている。 

○大樹高校へ通学する生徒の保護者に対する支援として、入学時の費用、町外

から通学する生徒に対する通学費の補助を行っているほか、各種検定料、模

擬試験の受験料や台湾見学旅行の費用の補助を行っている。また、タブレッ

ト端末を１人１台無償貸与しオンライン学習サービスの全額補助を実施し学

習環境の充実を図っている。 

○入学生を確保するため、地域みらい留学に参画し全国募集を行うとともに、

住居の確保や整備を進めている。 
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課題 

◆大樹高校への入学者確保を図るため、高校の魅力を高める必要がある。 

◆道外や管外などから入学生を受入れるための寮やシェアハウスを整備すると

ともに、ハウスマスターなどの人材確保が必要である。 

 

 

（３）施策の達成度を測るための指標 

 

○ＩＣＴ活用指導教員割合 

施策の達成度を測るための

指標 

ICT 活用指導教員割合【％】 

基準値 

（R4） 
91.1 

目標値 

（R15） 
100  

年度 R5 R6 R7 R8 R9 R10 

実績値 91.5 91.1     

進捗率 91.5 91.1     

 

○「考え、議論する」道徳授業に取り組む児童生徒割合 

施策の達成度を測るための

指標 

「考え、議論する」道徳授業に取り組む児童生徒割合【％】 

基準値 

（R4） 
89.0 

目標値 

（R15） 
95.0  

年度 R5 R6 R7 R8 R9 R10 

実績値 90.4 87.8     

進捗率 95.2 92.4     

 

○週の総運動時間が 60 分以上の児童生徒割合 

施策の達成度を測るための

指標 

週の総運動時間が 60 分以上の児童生徒割合【％】 

基準値 

（R4） 

小 89.3 

中 83.7 

目標値 

（R15） 

小 94.0 

中 87.0 
 

年度 R5 R6 R7 R8 R9 R10 

実績値 
小 88.1 

中 77.5 

小 87.7 

中 81.2 
    

進捗率 
小 93.7 

中 89.1 

小 93.3 

中 93.3 
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施策分野 ２ 社会教育 

 

【目指す姿】 

住民一人一人の年代や生活スタイルに応じて、個人の生き方や考え方に広がり

と豊かさをもたらすため、地域と一体となって社会教育の推進を図る。 

 

 

（１）施策の内容 

① 社会教育施設の充実 

② 学習機会の充実 

③ 学習活動の支援 

④ 指導者、指導体制の充実 

⑤ 地域全体で育てる体制づくり 

⑥ 青少年の健全育成 

 

 

（２）施策の推進状況 

① 社会教育施設の充実 

取組内容 

■生涯学習センターの適切な維持管理と計画的な修繕・改修を行うとともに、

更なる利用促進に努める。 

■図書館のあり方について検討するほか、利用者の利便性向上に努める。 

成果 

○生涯学習の拠点施設として、多方面にわたる学習や文化芸術に触れる機会を

提供している。 

○生涯学習センターを利用する方が、安全で快適に活動できるように計画的に

改修や修繕に取組んでいる。 

○「大樹町図書館のあり方検討協議会」を設置し、図書館の将来像について町

民から幅広い意見を聴くとともに、令和６年度は町外施設の視察を含め４回

の会議を開催した。 

○図書館の利便性を向上については、利用者への声掛けや、きめ細やかな対応

をすることで、継続的な利用につながるサービスに努めた。 

課題 

◆設備面や施設間相互の利便性を高めるなど、生涯学習活動の場として充実さ

せていくことが求められている。 

◆生涯学習や文化・芸術の拠点となる生涯学習センターは、竣工から 25 年以上

が経過していることから、施設本体や設備において改修や修繕、機器更新を

計画的に行っているが、学習棟やホールの屋根や外壁、照明設備など未改修

の箇所もあるため、引き続き改修や修繕を行っていく必要がある。 

◆図書館のあり方検討協議会での意見を踏まえ、適切な施設の検討を進めるこ

とが必要である。 

◆利便性の向上については、利用者の要望を把握し、適切な蔵書構成の整備に

努める必要がある。 
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② 学習機会の充実 

取組内容 

■多様化する趣向と学習ニーズを的確に捉えた講座等を企画し、学習者の興味

や必要に応じた学習の機会を提供する。 

■企業や団体、行政、学校等が一体となって連携する仕組みを構築し、新たな

学習機会の提供に努める。 

■図書館、学校等が連携して子どもや若者の読書活動を推進するとともに、誰

もが読書を身近に感じられる仕組みづくりを進める。 

成果 

○町民が自主的に目的をもって学習していく自主学級は、要項改正などにより

学習者が継続して学習できる環境を整えたため学習意欲も高まり、学級数も

増えている。 

○学習者やサークルの実態に応じ、近隣町村と協力し交流事業を行うことが出

来た。 

○平成 29 年 4 月より小中学校に週 2 回ずつ学校司書を派遣し、学校図書館にお

ける読書環境の整備や授業の支援を行うなど読書活動の推進に努めている。 

○移動図書館車「かしわ号」の巡回、小・中学校への団体貸出を実施すること

で、こどもが本にふれる機会を提供した。 

○学校司書の派遣による学校図書館の環境整備、授業支援を行い、学校と連携

してこどもの読書活動の推進に努めた。 

課題 

◆町民が自主的に目的をもって学習していく体制づくりは、徐々に成果が上が

っているが、公開講座や生涯学習講座など、多様化する趣向と学習ニーズを

的確に捉えた講座や学習者の興味や必要に応じた学習の機会は今後検討して

いく必要がある。 

◆学校図書館の環境整備に協力する「図書サポーター」の継続的な参加者の確

保が必要である。各学年・各教科の学習内容の変更に合わせて、授業内容の

理解を深め、興味関心を育てる魅力的な図書資料の収集・管理に努めていく

必要がある。 

 

③ 学習活動の支援 

取組内容 

■団体等による住民の自主的な活動を支援し、学習成果を活用できる場の充実

に努める。 

■講座・事業の企画運営については、事務局が企画提案するのではなく、関係

団体等が構成員の学習ニーズを吸い上げ、学習者の興味関心に寄り添い、実

施が目的とならない事業展開となるよう工夫する。 

■広報紙やホームページ等を活用し、講座や学習施設の情報を効果的に発信す

る。 

■多くの学習施設で充実した活動環境を提供し、住民の学習活動を支援する。

また、デジタル化に対応した設備を整えるなど、適切な管理改修により、常

に安全で快適な施設を維持する。 

成果 

○自主学級で学んだ成果を発表する場を設けたことにより、学習意欲を高める

ことができている。 

○学習者から事業の企画の提案を受けることが出来た。提案者の思いを聞き取

りながら事業化に向けた支援を継続している。 

課題 

◆利用者にとって利用しやすい施設整備に努めていく必要がある。 

◆学習意欲のある住民からの相談に対し、学習機会や方法を紹介するなど相談

体制をより充実させていく必要がある。 
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④ 指導者、指導体制の充実 

取組内容 

■住民が自ら学習した知識を活かして、講師となる機会の充実を図る。 

■ボランティア団体による講座の企画支援等を通じて、ネットワーク化を促進

する。 

成果 

○自主学級や学習サークルなどの活動を通じて、学習者から指導者となり活躍

している方もいる。 

○児童向け事業に参加していた児童が進学し、運営側スタッフとして関わって

くれるなど新たな展開が生れている。 

課題 
◆指導者の高齢化が進んでおり、世代交代に向けた支援や新たな指導者の発掘

や養成を行うことが必要である。 

 

⑤ 地域全体で育てる体制づくり 

取組内容 
■学校・家庭・地域の教育力の向上を図る。 

■子どもたちの安全安心を確保する地域ぐるみの体制づくりを進める。 

成果 

○地域学校協働活動推進員を小中学校に 1 名ずつ配置し、地域と連携した学習

活動の推進に取り組んでいる。 

○平成 19 年 10 月 1 日に「大樹町教育の日」を宣言し、家庭、学校、地域、行

政が一体となり、教育に関する理解と関心を高めるための取組を進めている。

令和 6 年度は、「大樹町教育の日交流会」とし、小中学校及び大樹高校が取組

んでいる大樹学の発表と各学校による合唱を行い、「大樹町教育の日」の理念

の浸透を図っている。 

課題 

◆児童生徒の安心安全を確保する取組みを進めていくには、地域との連携が必

要であるため、地域子ども会育成連絡協議会とも連携し、児童生徒の見守り

体制を構築していく必要がある。 

 

⑥ 青少年の健全育成 

取組内容 

■青少年育成の基本となる家庭の役割や家庭教育の重要性について啓発すると

ともに、学校・家庭・地域が連携し、社会全体で青少年が健やかに自立でき

る環境づくりを推進します。 

■青少年が学習機会や交流活動の場を通して、多様な経験を積むことで、協調

性や社会性を育み、健やかに成長できるように支援します。 

■様々な困難を抱える子ども・若者に寄り添い、一人一人の状況に応じた支援

が行われる体制づくりを確立します。 

■子ども・若者と高齢者等の世代間交流機会を拡充します。 

成果 

○大樹町体験活動支援協議会（すてっぷ）を中心に、児童生徒に対して多様な

体験活動を提供できている。 

○ことぶき大学や社会福祉協議会の協力を得て、世代間交流を継続的に実施し

ている。 

課題 

◆児童生徒の減少により、各事業への参加者も減少している状況ではあるが、

こども達にとっては貴重な体験活動の場となるため、内容を精査し、学習機

会を確保していく必要がある。 
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（３）施策の達成度を測るための指標 

 

○生涯学習センター利用者数 

施策の達成度を測るための

指標 

生涯学習センター利用者数【人/年】 

基準値 

（R4） 
31,155 

目標値 

（R15） 
40,000  

年度 R5 R6 R7 R8 R9 R10 

実績値 30,556 31,319     

進捗率 76.4 78.3     

 

○図書館入館者数 

施策の達成度を測るための

指標 

図書館入館者数【人/年】 

基準値 

（R4） 
10,234 

目標値 

（R15） 
12,000  

年度 R5 R6 R7 R8 R9 R10 

実績値 10,496 13,380     

進捗率 87.5 １１１．５     

 

 

（４）施設等の利用実績 

 

○生涯学習センターの利用実績 

区 分 
利用日数（日） 利用人数（人） 

3 年度 4 年度 5 年度 6 年度 3 年度 4 年度 5 年度 6 年度 

コスモスホール 101 113 105 110 7,051 8,026 6,754 7,697 

オークホール 167 199 244 219 5,405 3,355 4,422 4,371 

リハーサル室 160 235 200 284 1,592 2,019 2,066 2,663 

楽屋 1 56 67 68 72 222 316 315 284 

楽屋 2 45 63 70 75 217 309 702 814 

アートギャラリー 173 221 199 162 5,190 6,630 5,536 4,860 

作法室 0 1 0 6 0 40 0 26 

和室 110 176 170 140 1,824 2,853 2,734 2,281 

保育室 34 45 44 43 272 359 416 187 

陶芸室 89 102 93 107 696 1,132 852 1,012 

調理実習室 37 64 62 86 458 745 603 926 

生きがい活動室 1 60 103 80 105 678 1,102 913 1,646 

生きがい活動室 2 78 111 113 131 753 1,137 1,054 1,045 

研修会議室 - - - - - - - - 

視聴覚室 176 227 250 269 2,140 2,615 3,377 3,265 

活動専用室 67 83 83 65 450 517 408 242 

合 計     26,948 31,155 30,152 31,319 

※ホール稼働日数 252 314 314 311     

（ホール利用率） 53.2% 49.7% 55.6% 52.9%     

※学習棟稼働日数 287 291 358 359     

（学習棟利用率） 29.1% 39.6% 30.8% 33.1%     
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○図書館の利用実績 

区  分 3 年度 4 年度 5 年度 6 年度 

開館日数        （日） 234 286 287 285 

入館者数        （人） 9,543 10,234 10,496 13,380 

移動図書館       （日） 46 60 61 63 

登録者数        （人） 1,909 1,965 2,077 2,173 

貸出冊数（冊） 

本館 36,416 37,054 35,523 38,342 

移動図書館車 16,078 12,576 15,313 13,144 

合計 52,494 49,630 50,836 51,486 

町民一人当たり貸出冊数 （冊） 9.19 9.72 9.64 9.88 

蔵書冊数（冊） 

一般書 42,581 46,141 40,783 39,984 

児童書 26,251 26,419 26,679 27,452 

合計 68,832 72,560 67,462 67,436 

町民一人当たり蔵書冊数 （冊） 13.44 12.74 12.79 12.94 
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施策分野 ３ スポーツ 

 

【目指す姿】 

子どもから高齢者まで、誰もが気軽に参加できるスポーツ・レクリエーション

活動の機会拡充に努め、技術の向上と健康増進を図る。 

 

 

（１）施策の内容 

① スポーツ活動・プログラムの充実 

② クラブ・団体の育成 

③ 施設の充実・運営 

④ 支える人材の育成 

 

 

（２）施策の推進状況 

① スポーツ活動・プログラムの充実 

取組内容 

■住民の目的やニーズに応じたプログラムの提供を通して、住民がスポーツ活

動に参加できる機会の拡大を図る。 

■地域での定期的・継続的なスポーツ活動を推進することにより、スポーツに

親しむことができる環境づくりを進める。 

■スポーツ合宿の誘致を図る。 

■地域の特性を活かすスポーツ・レクリエーションの普及（山・川・湖等）を

図る。 

■町技であるミニバレーの普及振興に努める。 

成果 

○ミニバレーなどの町民スポーツ大会や水泳教室などのスポーツ教室を開催

し、住民がスポーツに参加できる機会を提供し、スポーツに親しむ環境の確

保に努めている。また、生花湖においてカヌーやヨットを使用した海洋スポ

ーツ活動を行い、学校等の団体に向けた海洋スポーツ体験の機会も提供して

いる。 

○町技のミニバレーについては、大樹町ミニバレー協会が中心となり各種大会

を開催しており、中でも「とかちっこミニバレー大会」は十勝管内各学校の

児童生徒を対象としており、ミニバレー普及振興に大きな役割を果たしてい

る。 

課題 

◆スポーツ人口が減少傾向にあり、情報発信の強化など継続的な取り組みが必

要である。 

◆スポーツ合宿の誘致については、宿泊場所として提供できる施設が無いこと

や競技施設の利用調整など、受け入れのために解決しなければならない課題

が多く存在している。 

 

② クラブ・団体の育成 

取組内容 
■各種団体の自主的・自立的な活動の充実や組織力の強化を支援し、継続的な

スポーツ活動の推進を図ります。 

成果 
○大樹町体育連盟に対し、補助金等により加盟団体の育成や活動支援を行って

いる。 
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課題 

◆各競技団体の加入者の減少・高齢化が進んでおり、団体の活動が難しくなる

競技も想定されることから、各団体の情報発信を強化するなど加入者を増加

させる取り組みが必要である。 

 

③ 施設の充実・運営 

取組内容 

■身近なスポーツ施設を充実させ、活動拠点の充実を図る。 

■プールを核としたスポーツ教室の充実を図る。 

■既存施設の効率的な活用や利用料金の適正化に取り組むとともに、施設管理

者との連携により、円滑な管理・運営に努める。 

成果 

○Ｂ＆Ｇ海洋センター体育館、武道館、プール、艇庫、高齢者健康増進センタ

ー、中央運動公園内各体育施設、運動公園グラウンド等の社会体育施設があ

り、大樹町の住民だけでなく近隣町村の住民にも利用されている。 

課題 

◆現状は施設の管理・運営を行っていく人員を確保できているが、今後、人員

の確保が難しくなることも想定され、安定的な施設利用を提供するために委

託や指定管理などを検討していく必要がある。 

 

④ 支える人材の育成 

取組内容 

■指導者やリーダーを育成する研修の実施や活動機会を提供することにより、

指導やマネジメントができる多様な人材の育成と確保に努める。 

■競技スポーツや学校体育など、様々な立場の指導者ネットワークを構築し、

互いに連携することができる環境づくりに努める。 

■子どもたちの持続可能なスポーツ環境を整備するための検討と体制強化に努

める。 

成果 

○指導者としての資格取得に係る経費を助成し、指導者の確保に努めている。 

○持続可能なスポーツ環境整備のため、大樹町部活動等地域連携推進協議会に

おいて検討を行っている。 

課題 

◆持続可能なスポーツ環境整備のために、指導者の発掘・確保・育成が必要で

ある。また、指導者に持続的に指導を行ってもらえるよう、過度な負担がか

からない体制づくりが必要である。 

 

 

（３）施策の達成度を測るための指標 

 

○社会体育施設利用者数 

施策の達成度を測るための

指標 

社会体育施設利用者数【人/年】 

基準値 

（R4） 
32,794 

目標値 

（R15） 
42,000  

年度 R5 R6 R7 R8 R9 R10 

実績値 43,342 39,554     

進捗率 103.2 94.1     
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（４）施設等の利用実績 

 

○社会体育施設の利用実績 

区 分 
利用日数（日） 利用人数（人） 

3 年度 4 年度 5 年度 6 年度 3 年度 4 年度 5 年度 6 年度 

海洋センター 324 310 344 344 5,044 7,601 9,919 9,844 

武道館 324 335 307 302 1,568 1,946 2,783 2,632 

プール 48 77 120 114 2,923 3,727 6,366 6,036 

生花湖艇庫 11 14 12 26 219 344 225 675 

高齢者健康増進センター 324 331 331 333 5,134 7,029 8,082 7,125 

中央町民球場 30 34 107 107 1,176 1,390 4,940 3,879 

ソフトボール場 50 76 51 27 1,447 2,178 2,605 1,369 

テニスコート 151 179 180 165 3,018 4,558 4,334 3,671 

スケートリンク 47 45 50 41 2,662 2,378 2,400 2,362 

センターハウス 6 8 9 8 80 277 245 264 

合 計     23,271 31,428 41,899 37,857 

 

 

○学校開放事業の利用実績 

区 分 
利用日数（日） 利用人数（人） 

3 年度 4 年度 5 年度 6 年度 3 年度 4 年度 5 年度 6 年度 

大樹小学校 0 0 0 0 0 0 0 0 

大樹中学校 108 130 121 137 1,124 1,366 1,443 1,697 

合 計 108 130 121 137 1,124 1,366 1,443 1,697 

 

  



 

27 

 

施策分野 ４ 文化 

 

【目指す姿】 

まちの伝統や文化財を保護し、確実に後世に伝えるとともに、住民一人一人が

文化活動に触れることのできる環境づくりを目指す。 

 

 

（１）施策の内容 

① 文化財の調査・保存・活用 

② 郷土芸能・伝統技術の保存・活用 

③ 芸術・文化による魅力づくり 

④ 芸術・文化活動の推進 

⑤ 団体・指導者の育成 

 

 

（２）施策の推進状況 

① 文化財の調査・保存・活用 

取組内容 

■文化財、郷土資料の調査・保存・活用に努める。 

■文化財保護意識の啓発に努める。 

■デジタル化など、保存・開架の仕方を工夫する。 

■郷土資料館のあり方について検討する。 

成果 

○昭和 41 年、北海道指定史跡として十勝ホロカヤントー竪穴群、昭和 43 年に

は北海道指定有形文化財として大樹式土器がそれぞれ指定されている。十勝

ホロカヤントー竪穴群がある晩成海岸段丘上には復元した住居や史跡につい

ての説明看板を設置し、次世代に引き継ぐための環境整備を行っている。文

化財以外では、平成 21 年度に旭浜地区で発見されたトーチカや晩成史跡公園

には復元した依田勉三住居もあり、見学できるように環境整備にも努めてい

る。 

○平成 22 年 7 月に旧石坂小学校を改修し郷土資料館として開館した。郷土資料

は、郷土の歴史や文化、先人の生活を知るうえで貴重な資料であり、歴史や

文化を学ぶ場となっている。 

課題 

◆文化財は、文化財保護法に基づいた保存をするとともに、町民に親しんでも

らうことのできる環境整備に努めていく必要がある。また、文化財以外のト

ーチや晩成社史跡公園は自由に見学できる環境にあるため、見学者の安全対

策や環境整備について随時対応していく必要がある。 

◆郷土資料館は、旧石坂小学校の校舎を活用していることから老朽化が著しい

ため、郷土資料館のあり方について早期に検討していく必要がある。 

 

② 郷土芸能・伝統技術の保存・活用 

取組内容 
■郷土芸能・伝統技術の継承と普及の支援に努め、ふれあい、親しむ場の提供

を図る。 
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成果 

○本町の郷土芸能である日方川太鼓は、昭和 53 年以降、日方川太鼓保存会によ

り、柏林公園まつりなど町内外のイベントに参加し、郷土芸能の普及に努め

ている。また、認定こども園や小学校に出向き体験活動を通じて、地域住民

とふれあえる場の提供に努めている。また、砂金掘りは、体験活動を通じて、

地域住民をはじめ、観光客が親しめる場を観光協会が中心となって提供して

いる。 

課題 

◆日方川太鼓保存会の半数は小中高生である。支援を継続することで、保存会

の育成や活動を活発化させ郷土芸能を継承させていく必要がある。 

◆砂金掘りの技術の継承として、後継者の確保と育成が急務である。 

◆郷土芸能、伝承技術をふれあう、親しめる場の提供を行うことは重要である。

関係団体との関わりを深め、より身近に感じてもらえる環境づくりを進めて

いく必要がある。 

 

③ 芸術・文化による魅力づくり 

取組内容 

■新しい情報ツールを活用した情報発信や利用者参加型イベントの開催等を通

じて、幅広い年齢層が気軽に芸術・文化に触れるきっかけを提供し、芸術・

文化への興味関心を高める。 

■多様化する芸術・文化のニーズに対応し、住民のライフスタイルに合った芸

術・文化活動の機会の提供に努める。 

成果 

○十勝管内のホールとも情報を共有しながら、演目調整を行うことができた。 

○大樹町文化祭では、コンサートや体験会を実施し、参加者が気軽に文化芸術

に触れる機会を提供することができた。 

課題 
◆イベント等の情報の周知については、ターゲットとする年代に合わせた工夫

も必要もある。 

 

④ 芸術・文化活動の推進 

取組内容 

■芸術・文化に関する情報提供の充実とともに、芸術・文化に関する鑑賞機会

の提供と充実に努めます。 

■住民の自主的な活動を支援するとともに、発表の場の提供に努めます。 

■広報紙やホームページ等を活用し、情報を効果的に発信します。 

成果 

○芸術鑑賞協会や文化協会を中心に様々な公演を企画立案し、地域住民に芸

術・文化に関する鑑賞機会の提供に努めている。また、小中学校は年 1 回、

芸術鑑賞プログラムによる芸術・文化に触れる機会を提供している。 

○大樹町文化祭は、各サークルの日頃の学習成果の発表の場となっている。ま

た、文化協会加盟団体や住民の自主的な活動を推進するため、生涯学習セン

ターなど公共施設の使用料を減免するなどの支援を行った。 

○イベント等の情報は、広報紙やホームページを活用し周知するとともに、十

勝管内のホールとも情報を共有した。また、芸術鑑賞協会の委員が中心とな

り広報活動を行う事業運営ができた。 

課題 

◆町内で一流の芸術や芸術家に接する数少ない機会となっている。町民のニー

ズに即した内容を提供するとともに、地域に根ざした芸術文化活動や、優れ

た芸術鑑賞の機会の拡充を図ることが必要である。また、次代を担うこども

達に芸術・文化に触れる機会を提供することにより、こども達が芸術を愛す

る心を育て、豊かな感性を育て養うことが必要である。 
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⑤ 団体・指導者の育成 

取組内容 

■芸術・文化団体への支援や教育機関との連携を通じて、芸術・文化活動の振

興に努めます。 

■団体の活動や担い手となる人材の育成を支援し、芸術・文化団体の育成、活

動促進を図ります。 

成果 

○大樹町の芸術文化の中心的役割を担っている芸術鑑賞協会や文化協会に対

し、補助金の交付のほか、文化芸術に関連する情報を提供するなど団体の育

成と活動の支援に努めている。 

課題 

◆令和 7 年度に芸術鑑賞協会と文化協会が合併し組織体制の強化を図る予定で

ある。文化協会の加盟団体やサークル等に対し支援を継続することで、団体

の育成や活動を活発化させ大樹町の文化・芸術の発展を図っていく必要があ

る。 

◆町内の児童生徒にも目を向け、幅広い文化活動を行いながら、明日の大樹町

を担う若い人材を育成していく必要がある。 

 

 

（３）施策の達成度を測るための指標 

 

○芸術鑑賞及び文化事業数 

施策の達成度を測るための

指標 

芸術鑑賞及び文化事業数【回/年】 

基準値 

（R4） 
24 

目標値 

（R15） 
３０  

年度 R5 R6 R7 R8 R9 R10 

実績値 20 22     

進捗率 66.7 73.4     

 


